
令和５年３月６日

報道機関各位

ふるさと納税返礼品として「PayPay商品券」の取り扱いを開始します

方法として利用できる電子商品券型の返礼品「PayPay 商品券」の取り扱いを開始します。

「PayPay 商品券」をきっかけに、本市へ興味を持っていただき、寄附者の方が来訪する機会につなが

ることを期待しています。

■PayPay 商品券とは

「さとふる」で寄附することで取得できる「PayPay 商品券」は、地場産品の基準を満たした商品やサー

ビスを提供する市内の店舗で利用できる電子商品券型の返礼品です。寄附から 180 日後までの有効

期限内で利用できます。

［お問い合わせ先］

〒639-2195

電話：0745-44-5111

担当：西邨


